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1

協定書・⼟地使⽤貸借契約書・公正証書
等のひな型は、提案内容や貴⼤学との協
議によっては今後変更等の可能性もある
との理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。

2

借地権者は代表企業である必要はござい
ますでしょうか。代表企業でなくとも構
成企業であれば、借地権者となることは
可能でしょうか。

借地権者は必ずしも代表企業である必要はありません。
構成企業が借地権者となることは可能ですが、借地権者
は⼀社とし、複数の構成企業がそれぞれ借地権者となる
ことはできません。


